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2023年12月6日 

アスクル株式会社 

 

内部統制システム構築の基本方針 
 

⑴ 当社および当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制 

①当社および当社の子会社から成る企業集団は、持続的に成長するために必要な考え方や行動の原点で

ある「ASKUL WAY」を制定し、倫理・行動規範「ASKUL CODE OF CONDUCT」およびコンプライアンスマ

ニュアルを整備・共有・遵守するとともに、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程

等の諸規程を遵守し、適正な職務執行を行います。 

②当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、取締役会には当社と利害関

係を有しない社外取締役が常時在籍します。 

③当社は、当社および当社グループの適切なコーポレート・ガバナンスの構築および経営の透明性の確

保に資するため、独立役員を主な構成員とする指名・報酬委員会および特別委員会等の委員会を設置

するほか、当社および当社グループの社会的責任を果たし、持続的成長と中長期的な企業価値の向上

を図るため、サステナビリティ委員会その他の委員会を設置し、取締役会のガバナンス機能を補完す

る体制を構築します。 

④環境、情報セキュリティ、労働安全、品質、各種法令に関する教育・研修等を定期的に実施すること

によりコンプライアンスへの理解を深め、健全な職務執行を行う環境を整備します。 

⑤当社の使用人の職務執行状況については、内部監査部門が監査を行い、問題点があれば当該使用人の

属する部門の責任者に指摘するとともに、代表取締役、取締役および監査役に報告し、当該部門の改

善を求め、業務の適正を確保します。 

⑥子会社の取締役等および使用人の職務執行状況については、当社関係会社管理規程に基づき経営企画

部門が統括管理するとともに、当社の内部監査部門が監査を行い、業務の適正を確保します。 

⑦当社および当社の子会社のモニタリング機能の一環として、社外相談窓口（顧問弁護士事務所内）を

含む、当社および当社の子会社において適用されるホットライン（内部通報制度）を設置し、コンプ

ライアンス上、疑義のある行為の把握を行う体制を構築します。 

 

⑵ 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①取締役の職務の執行に係る情報は、法令・定款のほか、取締役会規程、情報セキュリティに関する規

程および文書取扱規程等の社内規程に基づき適切に記録し、保存および管理します。また、取締役お

よび監査役は、常時これらの記録を閲覧できるようにします。 

②取締役会により選任された執行役員が責任者として、この任務にあたります。 

 

⑶ 当社および当社の子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、当社および当社の子会社のリスクに関して、リスク担当取締役を定め、対応部門を設けると

ともに、リスク・コンプライアンス委員会、労働安全衛生委員会、品質マネジメント委員会、および

情報開示委員会等の各委員会を設置し、当社および当社の子会社のリスクおよびコンプライアンスの

状況を把握評価し、リスクの発生を未然に防止します。 

②当社および当社の子会社は、上記リスク評価を踏まえ、各種リスクが顕在化した場合に当社および当

社の子会社の損失を最小化するために必要な体制を予め構築し、また、実際にかかるリスクが顕在化

した場合には、当該体制に従い、必要な対策を講じます。 

③当社は、環境、情報セキュリティ、労働安全、品質、コンプライアンス、人権等に係るリスクについ

ては、ISO14001（環境）、ISO27001（情報セキュリティ）の各規格に準拠したマネジメントシステムを

構築し、分析・計画、実行、審査・レビュー、改善のマネジメントサイクルを維持し、適正に職務執

行を行う体制を確立するとともに、各担当部署および各子会社にて規程・マニュアル等を制定し教育・

周知徹底を行います。 

④当社および当社の子会社の職務執行に係るリスク管理のモニタリングについては、内部監査部門を中

心にコンプライアンスおよびリスク管理の観点を踏まえて定期的に監査を行います。 

 

⑷ 当社および当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
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①当社および当社の子会社は、各社が定める取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等

に基づき、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとります。 

②当社は、取締役の職務執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、取締役会には当

社と利害関係を有しない社外取締役が常時在籍します。 

 

⑸ 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

当社は、関係会社管理規程その他関連規程を定め、これに基づき、各子会社は、当社の窓口となる経営

企画部門への報告、または、当社の取締役会、経営会議等その他重要な会議への出席を通じて、職務の

執行状況その他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行います。経営企画部門は、当社の子

会社の取締役、監査役および使用人より報告を受けた事項について、速やかに当社の関係部門と共有し

ます。 

 

⑹ その他の当社ならびに当社のその他の関係会社および当社の子会社からなる企業集団における業

務の適正を確保するための体制 

当社と当社のその他の関係会社にあたるLINEヤフー株式会社との関係に関しては、同社と利害関係のな

い社外役員による経営のモニタリング体制を充実させ、牽制機能を強化することにより、業務の適正を

確保します。 

 

⑺ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、

当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに、当該使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項 

①監査役の職務の補助については、必要に応じて内部監査部門、法務部門が適宜対応するほか、監査役

より専従スタッフ配置の求めがあるときは監査役と協議の上、適切に対応します。 

②監査役の職務を補助する使用人の任命、異動については、監査役の同意を得ます。また当該使用人は、

監査役の指揮命令下で職務を執行し、その評価については、監査役の意見を聴取します。 

 

⑻ 当社および当社の子会社の取締役、監査役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制、

当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するため

の体制、ならびに、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①当社の取締役および使用人は、取締役会、経営会議等その他監査役が出席する重要な会議を通じて、

職務の執行状況を報告します。 

②当社の子会社の取締役、監査役および使用人は、当社の窓口となる経営企画部門への報告、または、

当社の取締役会、経営会議等その他監査役が出席する重要な会議への出席を通じて、職務の執行状況

その他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行います。経営企画部門は、当社の子会社の

取締役、監査役および使用人より報告を受けた事項のうち重要事項については、速やかに監査役に報

告します。 

③当社の監査役は、当社および当社の子会社の業務執行状況全般を対象としつつ、監査役会において定

める監査方針に基づき、当社の取締役、事業本部長、本部長、および当社の子会社の取締役を主な対

象として監査を行うなど、効率的かつ実効的な監査の実施を図ります。また、当社の監査役は、内部

監査部門および会計監査人との積極的な連携を図り監査を行います。 

④当社および当社の子会社は、会社の信用や業績等に大きな影響を与える恐れのある事象や、法令・定

款・社内規程等に違反する重大な行為等が発見されたときは、当社担当部門を通じて、速やかに当社

の監査役に報告される体制を構築します。 

⑤監査役会と代表取締役、会計監査人との間でそれぞれ定期的な意見交換会を実施します。 

⑥当社は、当社および当社の子会社で適用されるホットライン（内部通報制度）において、当社の監査

役を相談窓口の一つとし、監査役への報告体制の充実を図ります。なお、当該ホットラインによる申

告者に対して当該申告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止します。 

 

⑼ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求をしたときは、当該監査役の職

務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。 
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⑽ 財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社は、経理･財務担当取締役を定め、財務報告に関する社内規程を整備し、「一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準」に準拠して連結財務諸表および個別財務諸表を作成するとともに、情報開示委員

会を設置し、当社および連結子会社における財務報告の信頼性を確保します。 

 

⑾ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備の状況について 

当社および当社の子会社の倫理・行動規範に、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、反社

会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力・団体

の活動を助長もしくは加担するような行為は行わないことを定めます。また、同倫理・行動規範につい

ては、常時社内および当社の子会社内に掲示し、教育・周知徹底を図ります。 

 
以上 

 


